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現行の地域医療構想 ～地域医療構想とは～

・策定の背景 2015年（平成27）年/厚生労働省

国

県

団塊の世代が75歳を迎える2025年には医療・介護ニーズの更なる増加が見込ま
れるため、その対策が必要。

都道府県に対して「地域医療構想」を策定し、協議を行うよう規定。

地域ごとに医療機関が役割分担、連携のうえ、適切な医療を提供でき
るよう「地域医療構想」を策定。

神奈川県は、2016年（平成28年）10月に、「神奈川県地域医療構想」を策定。
2025年（令和７年）に向けて取組を開始。
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現行の地域医療構想 ～進め方～

・国が示した地域医療構想の進め方

①

②

入院病床を４つの病床機能に分けて整理。（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）

国の算定方式に基づき、病床機能ごとの「2025年の必要病床数」を推計。

③各都道府県は、「必要病床数」を考慮し、病床機能の整備・転換や、医療機関
間の連携に向けた取組を、地域（二次医療圏）ごとに進める。

取組に当たっては、地域ごとに「地域医療構想調整会議」を設置し、
地域の関係者で協議し、合意形成を図りながら進める。
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神奈川県における圏域の設定状況
（二次保健医療圏、構想区域、老人福祉圏域）

※ 令和7年度第3回県央地区保健医療福祉推進会議会議資料から引用
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現行の地域医療構想 ～目的と考え～

・国が示した目的・考え
中長期的な人口構造の変化や地域医療ニーズを把握し、適切な医療を効率的に提供で

きる体制の確保とともに、人口減少へ転じる我が国において、将来に向けて病床の整備
を考えること（病床の削減を含む）がねらいである。

神奈川県は、今後約1万床の病床整備が必要（2025年の必要病床数推計）とされてい
たが、当時、地域の医療関係者からは、「そこまで病床の不足感はない」という意見
があった。

・神奈川県が示した目的・考え

当時、42の道府県が2025年に向けて既存病床数が過剰となる地域とされていた。
しかし、神奈川県を含む５都県は「今後も病床の整備が必要な地域」とされていた。

2025年の必要病床数を目指して病床を整備・拡大するのではなく、「病院ごとの役割分担を
踏まえた病床整備」や「医療機関間の連携」、「平均在院日数の短縮や病床利用率の向上」
などについて、構想区域ごとに設置した地域医療構想調整会議で議論し取組を進めてきた。

5



新たな地域医療構想 ～新たな地域医療構想とは～
・国の検討状況

※ 令和7年度第3回県央地区保健医療福祉推進会議会議資料から引用
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新たな地域医療構想 ～神奈川県の今後～

・策定の目標
85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域･世代の患者

が、適切に医療･介護を受けながら生活し、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、
同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築すること。

「構想区域」
「入院医療と外来・在宅医療・介護連携の一体的な検討に向けた協議方法等」
「医療機関機能」、「病床機能」、「必要病床数」など

2027(令和９)年３月（予定）

新たな地域医療構想について、今後国のガイドライン提示を受け、県は令和８年度中に、
地域医療構想調整会議を中心に「新たな地域医療構想」を策定する。

・策定時期
・目標時期 2040年

・新たな地域医療構想の策定にあたり検討すべき事項
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新たな地域医療構想 ～市の役割～
・現時点

・国からのガイドラインが令和８年３月に正式に発表される予定のため、市の役割について
「地域医療構想調整会議」で検討段階

・「入院医療と外来・在宅医療・介護連携の一体的な検討に向けた協議方法等」について
議論し、新たに「在宅医療・介護の関わり」が必要不可欠になると予想

・これまでのデータの提供・分析及び各市町村の在宅医療・介護の協議体と地域医療構想
調整会議の連携が必要

・地域医療構想調整会議において、議題に応じ在宅医療・介護等の専門家や行政担当課職員
の新たな構成

・今後の想定
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【参考】国の主な検討事項

※ 令和7年度第3回県央地区保健医療福祉推進会議会議資料から引用
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